
 クリエイターマッチング  
〜「福岡商工会議所クリエイターズギャラリー」への展示〜 

事業内容 

当事業は、クリエイターと地場の製造業やサービス業等とのマ
ッチング（商談）の機会を提供し、双方のビジネスチャンス拡大
を支援するものです。 

今回は、当所館内（1 階スペース）に常設のクリエイターの発
表の場を設置し、来館者にクリエイター及びその作品を認知して
もらうことでマッチング（商談）に繋げるものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

利用スケジュール 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

活用メリット 

① 販路拡大 ：作品展示を通じて、新規取引先とのマッチングが期待出来ます。 
② 商品開発 ：マッチングを通じて、新商品・サービスの開発が期待出来ます。 

 

STEP1 

WEB 申込 

STEP2 

出展可否 

随時 
WEB サイトより、 

展示希望開始日の 

1 か月前までにお申込

み下さい。 

展示開始 1 週間前 
出展者の情報を 

当所 HP に掲載します 

 

STEP3 

展示準備 

STEP5 

展示開始

展示期間 1 か月間 
設営および撤去のスケジュ

ールは調整させていただき

ます。 

 

随時 
当所より出展可否の 

メールをお送りします 

〜本事業の経緯〜 
令和 4 年 7 月 29 日、福岡で活動するクリエイターと地場の製造業やサー

ビス業等とのマッチング（商談）の機会を提供。双方のビジネスチャンス拡

大を支援することを目的に開催。クリエイター16 名・社が出展し、サービス

業、製造業、行政、学校関係者などマッチングを希望する 58 社 83 名が来場

し、337 件（事前予約 61 件、当日商談数 276 件）の商談を実施。 

開催後も当所 HP や会報誌を見た会員企業等から、クリエイターとのマッ

チングを希望する問い合わせが入っている等の 

反響があったため、今後もマッチング機会を提供することとした。 

7 月 29 日ダイジェスト動画はこちら→ 

 

STEP4 

展示開始 2 週間前 
展示品やプロフィール

ボードの内容を事前に

確認します。 

当所 HP 掲載 

B-3 

〜下記のようなマッチング内容を想定しています〜 
・アート作家 × 食品製造業    → 新商品（パッケージ）開発 

・アート作家 × 飲食店      → 店舗の壁画アート制作 

・書道家   × 小売業（販促担当）→ 商品ロゴの制作 



 

＜募集要項＞ 

 
＜その他＞ 

 

会  期 令和 4 年 11 月中旬〜令和 5 年 3 月（予定） ※展示期間は原則 1 か月間 

会  場 福岡商工会議所 1 階ロビー 
 
＜当所ビルの特徴＞ 
・1 階ロビー開放時間 7 時 30 分〜20 時 00 分（平日・土日祝）※年末年始は休業日あり 
・来館者はビジネスマンおよび経営者が中心。 
・3、4 階の貸会議室を中心に、約 30,000 人/月が来館。 

主  催 福岡商工会議所 

出展対象 ① 福岡商工会議所の会員企業であること 
② 自身の作品制作（アート等）を行っている福岡県内の法人もしくは個人事業主 
③ 当所来館者とのマッチング（商品・サービス開発を請け負う）を希望する方 
※法令又は公序良俗に反する内容、特定の政治、宗教、思想、信条、主張をテーマとしたもの 

その他それに類するものは、展示できません。 
展示作品 ① 複数点数（4 点以上）ご準備ください 

② 原画、コピーは問いません 
③ プロフィールボードをご準備ください 
＜プロフィールボードについて＞ 
・ご自身のプロフィール、マッチング実績、問合せ先（メールアドレス必須）を記載ください 
・制作業者をご紹介することも可能です 

参 加 費 無料 
審  査 お申込み後、当所担当（産業振興部）にて審査させていただきます。 

※審査方法：面談の際に、活動内容や展示品を確認させていただきます。 
申込締切 随時（展示希望開始日の 1 か月前まで） 

※当所 HP よりお申込みください 
 

展示ｽﾍﾟｰｽ ・壁面サイズ（高さ 200cm×594cm） 
・壁面前は 50cm までは、イーゼルや机の設置は可能です。 
・展示場所には警備員が常駐しているわけではございません。（防犯カメラは 24 時間稼働） 

展示品の盗難・紛失について、当所として責任は負えかねますので予めご了承ください。 
・販売行為はできません。 

設営・撤去 ・設置および撤去はご自身で行っていただきます。（当所担当者立ち合い） 
・イーゼルやパネル、机などのその他設置に必要な備品はご持参ください。 
・イーゼルや机の貸し出しは行っておりません。 
・画鋲使用不可。貼付は要相談。（粘着剤が残らないタイプのテープ等は可） 
・電源は使用できません。 

【問い合わせ先】福岡商工会議所 産業振興グループ（担当：里見・安田） 
TEL：092-441-1119 FAX：092-441-1149 Email：shodan@fukunet.or.jp 

mailto:shodan@fukunet.or.jp

